
最低制限価格設定対象工事の拡大について

京都府発注工事における「しゅんせつ工事」、「区画線等の交通安全施設工事」、

「除草工事」などについて、工事中の安全対策等の確保や下請企業などへの影響など

を考慮し、最低制限価格を設定することとしました。

○適用時期

◆指名競争入札

平成２１年７月２１日（火）以降に入札通知する案件から

◆一般競争入札

平成２１年７月２１日（火）以降に公告する案件から

最低制限価格設定については、入札通知書や入札公告文に記載していますので、これらの

書面を御覧いただき応札してください。


